
【アルツハイマー外来についての紹介から受診・治療までの流れ】 

かかりつけ医（開業医）から①「紹介患者受診申込書」②「紹介状」③「アルツハイマー外来問診票」 

④(実施していれば)「長谷川式（他 神経心理検査等）」を 

脳神経内科宛に作成していただき、当院（地域医療連携室）に FAX 

 

 

当院にて予約調整を行います。 

医療機関に「紹介患者受診票」を FAX 

毎週金曜日  

 

 

当日  (神経心理検査、診察、血液検査等) 

 

 

                         検査 (MRI、核医学検査、神経心理検査 等)                約６回の受診が必要です 

 

 

アルツハイマー病による軽度認知機能障害またはアルツハイマー病による軽度認知症 該当 or非該当 

 

                     【該当】                   【無し】       【非該当】 

                  アミロイドβ(アミロイド PET検査 or髄液検査)有無確認      紹介元へ逆紹介 

    

                 【アミロイドβ確認】 

                           治療該当               

 

                               【治療開始】 

              初回点滴治療入院、２回目以降は外来での点滴治療２週間１回１時間点滴（１８ヶ月間） 


